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一

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
三
号

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
八
項
中
「
・
領
収
書
」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
使
用
料
等
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
一
括
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
許
可
に
係
る
期
間
が
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
以
降
の
使
用
料
等
は
、
毎

年
度
、
当
該
年
度
分
を
四
月
末
日
ま
で
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
使
用
の
」
を
「
使
用
又
は
占
用
の
」
に
、
「
四
回
ま
で
に
限
り
」
を
「
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
二
及
び
第
四
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式
の
２
（
第
３
条
関
係
）
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第
４
号
様
式
の
３
（
第
３
条
、
第
８
条
関
係
）

第
四
号
様
式
の
四
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
第
三

条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
同
規
則
第
四
号
様
式
の
三
又
は
第
四
号
様
式
の
四
の
使
用
券

は
、
改
正
後
の
大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
同
規

則
第
四
号
様
式
の
三
の
使
用
券
と
み
な
す
。

３

改
正
前
の
大
分
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則
第
四
号
様
式
の
三
の
規
定
に
よ
る
用
紙
（
領
収
書
の

部
分
に
限
る
。
）
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五
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三
月
三
十
一
日

大
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報
号
外
（
規
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二


